
岩手県企業局管理規程第４号 

 企業局長が行う政策等の評価に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成24年10月30日 

岩手県企業局長 青 木 俊 明  

   企業局長が行う政策等の評価に関する規程の一部を改正する規程 

 企業局長が行う政策等の評価に関する規程（平成15年岩手県企業局管理規程第10号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、政策等の評価に関する条例（平成15年岩

手県条例第60号）の規定に基づき、企業局長が行う政策等の

評価に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、政策等の評価に関する条例（平成15年岩

手県条例第60号。以下「条例」という。）の規定に基づき、

企業局長が行う政策等の評価に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （政策評価の方法） 

第４条 ［略］ 

 （政策評価の方法） 

第４条 ［略］ 

 （大規模事業評価の対象） 

 第５条 大規模事業評価は、事業に要する経費の額が25億円以

上の条例第４条第１項第４号イに掲げる事業又はこれに準ず

る事業で企業局長が必要と認めるものについて行うものとす

る。 

 （大規模事業評価の時期） 

 第６条 大規模事業評価のうち事前評価の時期は、次のとおり

とする。ただし、第１号に掲げる時期と第２号に掲げる時期

が近接していること等によりそれぞれに評価を行うことが適

当でないと認められる場合にあっては、第１号及び第２号に

掲げる時期の評価を併せて行うことができる。 

 (１) 対象となる事業の箇所ごとに、基本となる構想を作成

した時（事業の目的、必要性、内容及び効果が明らかにな

った時をいう。） 

 (２) 対象となる事業の箇所ごとに、基本となる設計をした

時（事業の規模、費用及び効率性が明らかになった時をい

う。） 

 (３) 第１号に掲げる時期後、事業の詳細な設計若しくはそ

のための調査をするまで又は建築物の建築工事に着手する

までの間で、社会経済情勢の急激な変化等特別な事情によ

り事前評価を行う必要があると企業局長が認める時 

 ２ 大規模事業評価のうち事後評価の時期は、その対象となる

事業によって整備された建築物の建築工事完了後おおむね５

年を経過した時とする。 

 （大規模事業評価の基準） 

 第７条 大規模事業評価のうち事前評価の基準は、次のとおり

とする。 



 (１) 事業の必要性、重要性、緊急性、効率性及び熟度（事

業に対する関係住民又は関係市町村の協力、事業の実施に

必要な土地の取得の進捗等の度合をいう。）からみて事業

の実施を優先すべきであること。 

 (２) 事業の内容が、県民の意向及び社会経済情勢に適合し

ていること。 

 (３) 事業の内容が、環境の保全に配慮したものであること

。 

 (４) 事業に要する費用に見合う効果が得られること。 

 (５) 事業の手法が、これに代替する手法と比較して妥当で

あること。 

 （大規模事業評価の方法） 

 第８条 大規模事業評価のうち事前評価の方法は、その対象と

なる事業の箇所ごとに、第６条第１項第２号に掲げる時期前

に行う評価にあっては当該事業の必要性を検証することによ

るものとし、同号に掲げる時期以後に行う評価にあっては当

該事業の規模、費用等を検証することにより、当該事業を実

施することが適切であるかどうかを判定することによるもの

とする。 

 ２ 大規模事業評価のうち事後評価の方法は、その対象となる

事業によって整備された施設を利用する者等からの意見聴取

、当該事業の自然環境への影響等についての確認及び当該事

業の効果等について検証することにより、当該事業と同種の

事業の実施方法及び事後評価の方法の見直し等の必要性を検

討することによるものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、平成24年11月１日から施行する。 
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